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平成30年度 上半期の財政状平成30年度　上半期の財政状況況
予算の執行状況

小・中学校の建設

34億6,878万2千円
（15.5％）

減税補てん債、一般土木事業、
福祉施設の建設事業等

市債現在高224億4,523万8千円
（ ）内は、市債総額に対する比率

9億5,811万7千円
（4.3％）

市民１人当たり
186,085円

72億570万1千円
（32.1％）

72億5,631万円
（32.3％）

文化センター等事業債 下水道の建設

22億4,268万4千円
（10.0％）

13億1,364万4千円
（5.8％）

340,900.22㎡ 166,858.51㎡

5億4,105万9千円

株　券

5,418万4千円 16億8,036万4千円

103億2,341万７千円
環境基金など

その他
（11.7％）

31億792万1千円
54億2,744万1千円

＝57.3％

市　税
（45.1％）

120億2,998万8千円
209億6,421万5千円

＝57.4％

国庫支出金
（17.3％）

27億4,955万6千円
80億4,498万7千円

＝34.2％

都支出金
（15.2％）

15億8,925万9千円
70億6,828万6千円

＝22.5％

地方消費税交付金
（4.5％）

11億3,002万9千円
20億8,800万円
＝54.1％

市債
（4.2％）
0円

19億2,740万円
＝0.0％

使用料及び手数料
（1.9％）

4億3,535万5千円
8億7,316万7千円
＝49.9％

地方特例交付金
（0.1％）
8,776万6千円
5,500万円
＝159.6％

民生費
（43.5％）

87億4,581万9千円
202億1,837万1千円

＝43.3％

歳出総額
172億812万1千円
464億4,849万6千円

＝37.0％

衛生費
（9.2％）

15億4,160万3千円
42億5,861万3千円

＝36.2％

土木費
（18.3％）

21億1,490万7千円
84億9,844万3千円

＝24.9％

総務費
（11.6％）
15億5,114万円
53億5,889万2千円

＝28.9％

教育費
（7.1％）

14億5,744万7千円
33億10万3千円
＝44.2％

公債費
（5.4％）

7億4,511万8千円
25億853万9千円
＝29.7％

消防費
（3.2％）

7億1,572万1千円
15億475万7千円
＝47.6％

その他
（1.7％）

3億3,636万6千円
8億77万8千円
＝42.0％

歳入予算額
（  ）内は、歳入予算総額に対する比率
 　  収入済額  　　　　　　＝収入率 　  予算現額

歳入総額
211億2,987万4千円
464億4,849万6千円

＝45.5％

［図 A］一般会計執行状況〈歳入〉

［図B］一般会計執行状況〈歳出〉

歳出総額
（  ）内は、歳出予算総額に対する比率
　   支出済額　  　　　　　＝執行率 　  予算現額

　市の財政は、皆さんから納めていただいた税金や国・都からの
補助金などで賄われています。これらがどの仕事に使われている
かを、平成３０年度上半期（４月１日〜９月３０日）における予算の
執行状況を通してお知らせします。
 財政課財政係（☎０４２−３８７−９８０２）問

特別会計執行状況

支出済額収入済額予算現額区分 執行率（％）収入率（％）

３５.０３,７５０,９５０４１.８４,４８２,９０２１０,７３０,３５４国民健康保険
２９.４４２７,８９１４５.３６６０,２１９１,４５７,７８４下 水 道 事 業
３９.２３,２２５,２９３４４.８３,６８５,４６８８,２２２,８５５介 護 保 険
３１.４８２９,８２４４３.０１,１３５,７７６２,６４０,０２３後期高齢者医療

（単位：千円）

　今年の９月３０日現在における予算額は、一般会
計と特別会計を合わせて総額６９４億９,９５１万２千円
となっています。これは当初予算６７１億７,１８２万円
（繰越事業費繰越財源充当額３億９,２５４万５千円
を含む）に、補正予算額２３億２,７６９万２千円を加え
たものです。前年同期と比べ５.５％の増となりま
した。
 

　道路や学校、集会施設等の公共施設の建設や改
修、少年自然の家（清里山荘）・総合体育館の運営
や委託、社会福祉、消防、ごみ処理など、市が行
う事業の大部分を賄う一般会計は、４６４億４,８４９万
６千円で前年同期と比較すると、１２.２％の増とな
っています。
　主な財源である市税の収入率は５７.４％で前年同
期と比較すると０.４ポイントの減となっています。
また、一般会計全体の収入率は、４５.５％で前年同
期と比較すると３.４ポイントの減となっています。
　上半期の執行状況の内訳は、図Ａおよび図Ｂの
とおりです。
 

　各特別会計は、前年同期と比べ下水道事業は
１.５％、介護保険は２.０％、後期高齢者医療は３.２％
のそれぞれ増となり、国民健康保険は１３.６％の減
となっています。執行状況は左下表のとおりです。
 

　福祉施設の建設、都市計画道路整備、公園整備、
小・中学校の改修、下水道事業には、多額の資金
を必要としますが、この資金の一部を国や都・銀
行などから長期にわたって借り受け、事業に充て
ています。このような市の長期借入金のことを、
市債といいます。
　市債の目的別内訳は図Ｃのとおりです。現在の
市債の総額は、２２４億４,５２３万８千円で前年同期と
比べ、９.４％の減となりました。
 

　市が保有し管理している財産には、市役所の庁
舎をはじめ、学校や集会施設などの建物や土地、
その他の物品、基金などがあります。（図Ｄ）　
　市有財産の総額は、８９６億９,５９４万２千円で、前
年同期と比較すると１.７％の増となっています。
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